
健康診断個人票等について

健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等に
ついて、医師等の押印等が不要となります。

改正労働安全衛生関係法令が令和２年８月28日に施行されました。

事業者の皆様、健康診断機関・医療機関の皆様へ

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

・ これまで必要だった医師や歯科医
師の押印（電磁的記録で保存する場
合は電子署名）が不要となり、記名
のみでよいこととなります。

・ 定期健康診断、特定化学物質健康
診断やじん肺健康診断等の特殊健康
診断等の全ての健康診断における取
扱いとなります。

※ 図は定期健康診断の健康診断個人票の例で、
は今回の改正により削除された箇所。



・ これまで必要だった産業医の押
印（電子申請する場合は電子署
名）が不要となり、記名のみでよ
いこととなります。

・ 定期健康診断、特定化学物質健
康診断やじん肺健康診断等の特殊
健康診断等の全ての健康診断とス
トレスチェックにおける取扱いと
なります。

※ 図は定期健康診断結果報告書の例で、 は
今回の改正により削除された箇所。

R2.8

定期健康診断結果報告書等について

労働基準監督署への届出や申請の際は、電子申請をご活用ください！
今回の改正により、電子申請で定期健康診断結果報告書等を行う際に、産業医に
よる電子署名が不要となり、電子申請をする際の利便性が向上しました。
電子申請やその事前準備は、電子政府の総合窓口「 e-Gov」でご利用いただけま
す。事前準備について、詳しくは、「e-Gov事前準備」を検索してください。


